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沖縄県犯罪被害者等見舞金支給要綱（案）の概要 

 

１．開始時期 

  現在、沖縄県犯罪被害者等見舞金支給要綱を策定中 

２．令和６年度予算額 

  ４４０万円 

３．支給額 

  遺族見舞金６０万円 

  重傷病見舞金２０万円 

  精神療養見舞金５万円 

４．精神療養見舞金について 

  見舞金の対象とする（療養期間は１か月以上、労務不能通算３日）。重複受給可。

ただし遺族は対象外（遺族見舞金 60 万円に標準で含まれる）。 

５．所得制限 

  なし 

６．対象犯罪の限定 

  特定の犯罪だけに限定せず故意の犯罪全般を対象とする（過失は対象外） 

７．弁護士費用・再提訴費用、貸付金 

  今後検討 

８．県外（観光客） 

  今後検討 

９．申請期限 

  原則、犯罪被害の発生を知った日から２年以内かつ犯罪被害が発生した日から７

年以内 



資料４ 

10．同性パートナー 

  対象。パートナーシップ宣誓の有無は不問。 

11．親族間の犯罪 

  原則支給対象外。ただし、支給対象とすべき特段の事情があると判断される場合

は対象とできる。 

 


